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２０２５（平成３７）年に向けた改革

① 急性期から回復期、長期療養、在宅医療まで、患者が状態に合った適切な医療を受けること
ができる

② 患者の負担にも留意
③ 医療機関の機能分化・強化と連携を進め、病床の役割を明確化した上で、機能に応じた充実
④ 急性期を脱した患者の受け皿となる病床、かかりつけ医機能、在宅医療等を充実
⑤ 地域ごとに地域包括ケアシステム（医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した
要介護者等への包括的な支援）の構築

あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬改定、介護報酬改定、都道府県が
策定する新たな医療計画に基づく地域の医療提供体制の確保、地域医療総合確保基
金や補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正、施行していく。
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医療・介護同時改定 ① ② ③

診療報酬改定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

介護保険事業計画 第５期(2012～2014) 第６期(2015～2017) 第７期(2018～2020) 第８期(2021～2023)

介護報酬改定 ① ② ③ ④ ⑤
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《改革の方向性》

医療計画の見直し①
(在宅医療の推進等)

医療法改正
医療計画の見直し②
（病床機能分化）

医療計画の見直し③
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あと１０年！



平成２８年度診療報酬改定

１．診療報酬本体 ＋０．４９％
医科 ＋０．５６％
歯科 ＋０．６１％
調剤 ＋０．１７％

２．薬価等
① 薬価 ▲１．２２％

上記のほか、・市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲０．１９％
・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定の特例の
実施により、▲０．２８％

② 材料価格 ▲０．１１％
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なお、上記のほか、
・新規収載された後発医薬品の価格の引下げ
・長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し
・いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化
・入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養
費等の適正化
・ 医薬品の適正使用等の観点等からの１処方当たりの湿布薬の枚数制限
・費用対効果の低下した歯科材料の適正化

の措置を講ずる

・ ２０２５年（平成３７）年に向けて、地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い
医療提供体制の構築を図る。
・ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の機能分化・強化、連携に関する充実等に
取り組む。



「地域包括ケアシステム」の推進と、「病床の機能分化・連携」を含む医療機能の
分化・強化・連携を一層進めること
○「病床の機能分化・連携」の促進
○多職種の活用による「チーム医療の評価」、「勤務環境の改善」
○質の高い「在宅医療・訪問看護」の確保 等

「かかりつけ医等」のさらなる推進など、患者にとって安心・安全な医療を実現すること
○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の評価 等

重点的な対応が求められる医療分野を充実すること
○緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
○認知症患者への適切な医療の評価
○イノベーションや医療技術の評価 等

効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高めること
○後発医薬品の価格算定ルールの見直し
○大型門前薬局の評価の適正化
○費用対効果評価（アウトカム評価）の試行導入 等

○ 前回改定の結果、「病床の機能分化・連携」は進展。今後、さらに推進を図る必要。
「外来医療・在宅医療」については、「かかりつけ医機能」の一層の強化を図ることが必要。

○ また、後発医薬品については、格段の使用促進や価格適正化に取り組むことが必要。
○ こうした平成２６年度改定の結果検証を踏まえ、

平成２８年度診療報酬改定について、以下の基本的視点をもって臨む。

改定の基本的視点

視点１

視点２

視点３

視点４

「病床の機能分化・連携」や「かかりつけ医機能」等の充実を図りつつ、
「イノベーション」、「アウトカム」等を重視。
⇒ 地域で暮らす国民を中心とした、質が高く効率的な医療を実現。

平成２８年度診療報酬改定の基本的考え方
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平成２８年度診療報酬改定の概要

○ 医療機能に応じた入院医療の評価

○ チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取

組等を通じた医療従事者の負担軽減・人材確保

○ 地域包括ケアシステム推進のための取組の強化

○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保

○ 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化

○ かかりつけ医の評価、かかりつけ歯科医の評価、かかり
つけ薬剤師・薬局の評価

○ 情報通信技術（ICT)を活用した医療連携や医療に関する
データの収集・利活用の推進

○ 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機
能回復の推進

○ 明細書無料発行の推進

○ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価

○ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適
切な医療の評価

○ 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療
の評価

○ 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の評価

○ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救
急医療の充実

○ 口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質
に配慮した医療の推進

○ かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療等への
貢献度による評価・適正化

○ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技
術の適切な評価

○ DPCに基づく急性期医療の適切な評価

○ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評
価の仕組みの検討

○ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進

○ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らす
ための取組など医薬品の適正使用の推進

○ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直
し

○ 重症化予防の取組の推進
○ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の
分化・強化、連携に関する視点

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野
を充実する視点

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・
効率的で質が高い医療を実現する視点

Ⅳ 効率化・適正化を通じて精度の持続
可能性を高める視点
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

１．改定に当たっての基本認識①

《超高齢社会における医療政策の基本方向》
○ いわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）に向けて、
制度の持続可能性を確保しつつ国民皆保険を堅持しながら、あらゆる世代の国民一人一人が
状態に応じた安全・安心で質が高く効率的な医療を受けられるようにすることが重要である。

○ 同時に、高齢化の進展に伴い疾病構造が変化していく中で、「治す医療」から「治し、支える
医療」への転換が求められるとともに、健康寿命の延伸の観点から予防・健康づくりの取組が
重要となってくる。医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心し
て生活を継続し、尊厳をもって人生の最期を迎えることができるようにしていくことが重要であ
る。

○ また、この「超高齢社会」という問題に加えて、我が国の医療制度は、人口減少の中での
地域医療の確保、少子化への対応、医療保険制度の持続可能性の確保といった様々な課題
に直面しており、さらには、災害時の対応や自殺対策など、個々の政策課題への対応も求めら
れている。こうした多面的な問題に対応するためには、地域の実情も考慮しつつ、平成２６年
度に設置された地域医療介護総合確保基金をはじめ、診療報酬、予防・健康づくり、更には
介護保険制度も含め、それぞれの政策ツールの特性・限界等を踏まえた総合的な政策の構築
が不可欠である。

○ さらに、２０３５年に向けて保健医療の価値を高めるための目標を掲げた「保健医療２０３５」
も踏まえ、「患者にとっての価値」を考慮した報酬体系を目指していくことが必要である。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

１．改定に当たっての基本認識②

《地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療提供体制の構築》
○ 「医療介護総合確保推進法」等の下で進められている医療機能の分化・強化、連携や医療・
介護の一体的な基盤整備、平成３０年度（２０１８年度）に予定されている診療報酬と介護報酬
の同時改定など、２０２５年を見据えた中長期の政策の流れの一環としての位置づけを踏まえ
た改定を進めていく。

○ 特に、地域包括ケアシステムや効果的・効率的で質の高い医療提供体制の整備には、質の
高い人材を継続的に確保していくことが不可欠である。人口の減少傾向や現下の人材不足の
状況に鑑み、医療従事者の確保・定着に向けて、地域医療介護確保基金による対応との役割
分担を踏まえつつ、医療従事者の負担軽減など診療報酬上の措置を検討していくことが必要
である。

《経済成長や財政健全化との調和》
○ 医療政策においても、経済・財政との調和を図っていくことが重要。「経済財政運営と改革の
基本方針２０１５」や「日本再興戦略２０１５」等も踏まえつつ、無駄の排除や医療資源の効率的
な配分、医療分野におけるイノベーションの評価等を通じた経済成長への貢献にも留意する
ことが必要である。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性①

（１）地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
【重点課題】

《基本的視点》
○ 医療を受ける患者にとってみれば、急性期、回復期、慢性期などの状態に応じて質の高い
医療が適切に受けられるとともに、必要に応じて介護サービスと連携・協働するなど、切れ目
のない提供体制が確保されることが重要である。

○ このためには、医療機能の分化・強化、連携を進め、在宅医療・訪問看護などの整備を
含め、効果的・効率的で質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを
構築していくことが必要である。

《具体的方向性の例》
ア 医療機能に応じた入院医療の評価
・ 効果的・効率的で質の高い入院医療の提供のため、医療機能や患者の状態に応じた評価
を行い、急性期、回復期、慢性期など、医療機能の分化・強化、連携を推進。

イ チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を通じた医療従事者の負担軽
減・人材確保
・ 地域医療介護総合確保基金を活用した医療従事者の確保・養成等と併せて、多職種の
活用によるチーム医療の評価、勤務環境の改善、業務効率化の取組等を進め、医療従事者
の負担を軽減。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針
２．改定の基本的視点と具体的方向性②

（１）地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
【重点課題】

ウ 地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
・ 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を
継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、
かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価。

・ 患者の薬物療法の有効性・安全性確保のため、服薬情報の一元的な把握とそれに基づく
薬学的管理・指導が行われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を評価。

・ 医療機関間の連携、医療介護連携、栄養指導等、地域包括ケアシステムの推進のための
医師、歯科医師、薬剤師、看護師等による多職種連携の取組を強化。

・ 患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるための
取組を推進。

エ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
・ 患者の状態や、医療の内容、住まいの状況等を考慮し、効果的・効率的で質の高い在宅
医療・訪問看護の提供体制を確保。

オ 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化
・ 本年５月に成立した医療保険制度改革法も踏まえ、大病院と中小病院・診療所の機能分
化を進めることについて検討。

・ 外来医療の機能分化・連携の推進の観点から、診療所等における複数の慢性疾患を有す
る患者に療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施する機能を評価。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性③

（２）患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する
視点

《基本的視点》
○ 患者にとって、医療の安心・安全が確保されていることは当然のことであるが、今後の医療
技術の進展や疾病構造の変化等を踏まえれば、第三者による評価やアウトカム評価など
客観的な評価を進めながら、適切な情報に基づき、患者自身が納得して主体的に医療を選択
できるようにすることや、病気を治すだけでなく、「医療の質」を高める「治し、支える医療」を
実現することが重要である。

《具体的方向性の例》
ア かかりつけ医の評価、かかりつけ歯科医の評価、かかりつけ薬剤師・薬局の評価
・ 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を
継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、
かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価。（再掲）

・ 患者の薬物療法の有効性・安全性確保のため、服薬情報の一元的な把握とそれに基づく
薬学的管理・指導が行われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を評価。（再掲）

イ 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した医療連携や医療に関するデータの収集・利活用の推進
・ 情報通信技術（ＩＣＴ）が一層進歩する中で、患者や医療関係者の視点に立って、ＩＣＴを
活用した医療連携による医療サービスの向上の評価を進めるとともに、医療に関するデータ
の収集・利活用を推進することで、実態やエビデンスに基づく評価を推進。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性④

（２）患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する
視点

ウ 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進
・ 質の高いリハビリテーションの評価など、アウトカムにも着目した評価を進め、患者の早期
の機能回復を推進。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性⑤

（３）重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点

《基本的視点》
○ 国民の疾病による死亡の最大の原因となっているがんや心疾患、肺炎、脳卒中に加え、
高齢化の進展に伴い今後増加が見込まれる認知症や救急医療など、我が国の医療の中で
重点的な対応が求められる分野については、国民の安心・安全を確保する観点から、時々の
診療報酬改定においても適切に評価していくことが重要である。

《具体的方向性の例》
○ 上記の基本的視点から、以下の事項について検討を行う必要。
ア 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
イ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価
ウ 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療の評価
エ 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の評価
オ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救急医療の充実
カ 口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進
キ かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療等への貢献度による評価・適正化
ク 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技術の適切な評価 等

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性⑥

（４）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点

《基本的視点》
○ 今後、医療費が増大していくことが見込まれる中で、国民皆保険を維持するためには、
制度の持続可能性を高める不断の取組が必要である。医療関係者が共同して、医療サービス
の維持・向上と同時に、医療費の効率化・適正化を図ることが求められる。

《具体的方向性の例》
ア 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品の評価の仕組みの検討
・ 後発品の使用促進について、「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」で掲げられた新た
な目標の実現に向けた診療報酬上の取組について見直し。

・ 後発医薬品の価格適正化に向け、価格算定ルールを見直し。
・ 前回改定の影響を踏まえつつ、現行の長期収載品の価格引下げルールの要件の見直し
イ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進
・ 患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるための
取組を推進。（再掲）

ウ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らすための取組など医薬品の適正使用
の推進
・ 医師・薬剤師の協力による取組を進め、残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬
の削減を推進

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］

14



平成２８年度診療報酬改定の基本方針

２．改定の基本的視点と具体的方向性⑦

（４）効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点

エ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の見直し
・ 服薬情報の一元的把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行われるよう、
かかりつけ薬剤師・薬局の機能を評価するとともに、かかりつけ機能を発揮できていない
いわゆる門前薬局の評価の適正化等を推進。

オ 重症化予防の取組の推進
・ 重症化予防に向けて、疾患の進展の阻止や合併症の予防、早期治療の取組を推進。

カ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価
・ 医薬品、医療機器、検査等について、市場実勢価格を踏まえた適正な評価を行うとともに、
相対的に治療効果が低くなった技術については置き換えが進むよう、適正な評価について
検討。

・ また、医薬品や医療機器等の費用対効果評価の試行的導入について検討。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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平成２８年度診療報酬改定の基本方針

３．将来を見据えた課題

○ 地域医療構想を踏まえた第７次医療計画が開始される平成３０年度に向け、実情に応じて
必要な医療機能が地域全体としてバランスよく提供されるよう、今後、診療報酬と地域医療
介護総合確保基金の役割を踏まえながら、診療報酬においても必要な対応を検討すべきであ
る。

○ 平成３０年度の同時改定を見据え、地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅医療・介護
の基盤整備の状況を踏まえつつ、質の高い在宅医療の普及や情報通信技術（ＩＣＴ）の活用に
よる医療連携や医薬連携等について、引き続き検討を行う必要がある。

○ 患者にとって安心・納得できる医療を提供していくためには、受けた医療や診療報酬制度を
分かりやすくしていくための取組を継続していくことが求められる。また、それと同時に、国民
全体の医療制度に対する理解を促していくことも重要であり、普及啓発も含め、国民に対する
丁寧な説明が求められる。

○ 国民が主体的にサービスを選択し、活動することが可能となるような環境整備を進めるため、
予防・健康づくりやセルフケア・セルフメディケーションの推進、保険外併用療養の活用等に
ついて広く議論が求められる。

［平成27年12月7日医療部会・医療保険部会］
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改定率決定までの主な流れ
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【2015年4月27日】
財政制度等審議会財政制度分科会開催

○今後5年間の社会保障関係費の伸びを、少なくとも高齢化による伸び（＋2兆円強～2.5兆
円）相当の範囲内としていく必要。

○ 2016（H28）～2018（H30）年度において、サービス単価（診療報酬本体・薬価、介護報酬）を
さらに大幅に抑制することが必要。

○ 「薬価改定影響額」は、診療報酬本体の財源とはならない。
○現行の定率負担（月額上限あり）に加え、個人が日常生活で通常負担できる少額の定額負
担の導入が必要。

【2015年4月30日】
日本医師会定例記者会見「財政制度等審議会財政制度分科会について」
○国民が適切な医療を受けるためには、過不足のない診療報酬の確保が重要である。また、
診療報酬は国民皆保険体制の中で、実質的に医業経営の原資を司るものであり、医業の再
生産の可能性を左右し、ひいては医療提供体制の存続に直結する。

○医療・介護分野は特に地方において雇用誘発効果が高い。しかしながら、医療機関の費用
構造を見ると、人件費は、2000年から2012年にかけて減少している。医療機関が経営的に
も安定し、給与等の形で医療関係従事者に還元されることは、我が国の経済全体への波及
効果も期待できる。

○ ものと技術とを分離した適切な資源投入を図ることに重点を置いたうえで医療・介護の財源を
確保すれば、特に地方の経済が活性化し、経済成長につながる。

○財源が厳しい中で、ものと技術を分離し、薬価財源等を活用することで、技術の評価を充実さ
せ、医療の安全・安心を図ることが必要。

○ 「受診時定額負担」は、2011年に行われた「社会保障・税一体改革」の議論の際にも導入が
議論され、患者や医療関係者の強い反対によって導入が見送りとなった。過去に検討した際
の懸念事項の解消が明示されることなく、解決済みの問題を再び提言されたことは政策リ
ソースの無駄遣いであり、非常に遺憾。
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【2015年5月14日】
横倉会長が自民党「財政再建に関する特命委員会」のヒアリングに出席
持続可能な国民皆保険に向けて
１．健康寿命の延伸
２．医療者の自主的な取り組みによる医療費適正化
（１）かかりつけ医の役割、（２）糖尿病対策の推進
（３）COPD（慢性閉塞性肺疾患）対策の推進、（４）広島県呉市の取り組み

３．医療保険の負担の公平化
４．医療と地域経済（特に地方）の活性化

【2015年6月2日】
厚生労働省で「平成28年度概算要求に対する日本医師会要望の説明会」を開催

団塊の世代が65歳以上となる2025年に向けて、あるべき姿の実現を目指して改革を実行する
ため、
（１）地域包括ケア推進（２）健康寿命の延伸（３）感染症予防（４）災害対策（５）医療安全
（６）医学・学術（７）医療保険・介護保険（８）控除対象外消費税への対応について、
具体的な事項と要望額を示し、その実現を強く要求。
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【2015年6月16日】
自民党「財政再建に関する特命委員会」が最終報告を安倍内閣総理大臣に提出

○安倍政権下の3年間の社会保障関係費の増加は、経済雇用情勢の改善や制度改革
等に取り組んだ効果もあり、消費税率引上げとあわせ行う機能強化分を除き、年平均
0.5兆円程度に抑制され、概ね人口構造の変化に伴い必要となる費用の増加（高齢化
分の増加）に相当する伸びに留まっており、安倍政権のこれまでの経済再生と歳出改
革の努力を、今後も継続・強化させていく。

【2015年6月22日】
「経済財政運営と改革の基本方針2015」素案提示

○安倍内閣のこれまで３年間の経済再生や改革の成果と合わせ、社会保障関係費の実
質的な増加が高齢化による増加分に相当する伸び（1.5兆円程度）となっていること、
経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度まで継続していくこととし、効率化、
予防等や制度改革に取り組む。この点も含め、2020年度に向けて、社会保障関係費
の伸びを、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水
準におさめることを目指す。

○各年度の歳出については、一律でなく柔軟に対応する。
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*産経新聞朝刊, 2015年6月17日
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【2015年6月24日】
日本医師会定例記者会見
「経済財政諮問会議『経済財政運営の基本方針2015（仮称）』の素案等について」

○過去3年間の社会保障関係費の実質的な増加が、高齢化による増加分に相当する伸び
である1.5兆円程度になっているとされているが、これは、医療提供側も医療費の適正化
に協力をした結果である。医療費は高齢化以外にも、年々進歩する医療技術の高度化
などでも増加するため、あらかじめ伸びを設定することは、国民が求める必要な医療を
提供できなくなる懸念がある。素案では「その基調を2018年まで継続する」とあるが、ま
ずは来年度の予算編成を行った上で検討すべきである。

○自民党の「財政再建に関する特命委員会」が、かつて行われた社会保障費の機械的削
減の反省をふまえ、「金額ありきで財政再建のために社会保障費を削減するということで
はない」と述べる一方で、社会保障費の伸びについて「年0.5兆円程度」と示しており、実
質的に社会保障費にキャップをはめている。かつて、小泉政権下では社会保障費が機
械的に毎年2,200億円削減され、我が国を医療崩壊へと導く深刻な影響をもたらした反
省は見られないのかという思いである。

社会保障費の伸びを「年0.5兆円程度」とキャップをはめることを問題視
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【2015年6月30日】
「経済財政運営と改革の基本方針2015」（「骨太の方針2015」）閣議決定

○安倍内閣のこれまで３年間の経済再生や改革の成果と合わせ、社会保障関係
費の実質的な増加が高齢化による増加分に相当する伸び（1.5兆円程度）となっ
ていること、経済・物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度（平成30年度）まで
継続していくことを目安とし、効率化、予防等や制度改革に取り組む。この点も含
め、2020年度（平成32年度）に向けて、社会保障関係費の伸びを、高齢化による
増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水準におさめることを
目指す。

○各年度の歳出については、一律ではなく柔軟に対応する。

文中に「目安」という言葉が入った
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【2015年7月1日】
日本医師会定例記者会見
「経済財政諮問会議『経済財政運営の基本方針2015』等の閣議決定を受けて」

○ 「素案」から、文中に「目安」という言葉が入ったことは一定の評価をしたい。

○かつて年2,200億円の社会保障費の機械的削減は我が国の医療に大きな影響を与え
たことを踏まえ、甘利経済再生担当大臣は、「従来の物理的に毎年2,200億円ずつ有無
を言わさずカットという方法はあまりとりたくない」と述べ、麻生財務大臣も「前轍を踏むよ
うなことはしない。機械的な削減額を毎年一律に決めるものではない」と述べており、そ
の基調で議論が進んでいるものと認識しており、かつて行われたような社会保障費の機
械的削減は行われないものと思われる。

○医療費の十分な確保は必要だが、財政危機に直面しているギリシャのようにハードラン
ディングになることなく、国民の求める医療を過不足なく提供できるよう改革を進め、ソフ
トランディングをしていくことが必要である。しかしながら主張するところはしっかり主張し
ていく。

24



【2015年8月25日】
医療政策研究会（会長：武見敬三参議院議員） 第11回開催
今村副会長から、医療の現状と課題について説明

１．医療費財源の確保に向けて

２．消費税増税（8％→10％）に向けて

【2015年7月14日】
医療政策研究会（会長：武見敬三参議院議員） 第10回開催
横倉会長から、医療の現状と課題について説明

１．日本医師会について

２．「骨太の方針2015」について

３．規制改革について

４．国家戦略特区における医学部新設について
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平成24年度改定
平成26年度改定

通常分 消費税対応 計

診療報酬
本体

＋1.379% ＋0.1％ ＋0.63％ ＋0.73％

医科 ＋1.55% ＋0.11％ ＋0.71％ ＋0.82％

歯科 ＋1.70% ＋0.12％ ＋0.87％ ＋0.99％

調剤 ＋0.46% ＋0.04％ ＋0.18％ ＋0.22％

薬価等 ▲1.375% ▲1.36％ ＋0.73％ ▲0.63％

ネット ＋0.004% ▲1.26％ ＋1.36％ ＋0.10％

薬価財源を
本体報酬に
活用

薬価財源が

たまたま同額
であった

消費税対応に
活用されて
しまった？

※別途、地域医療介護総合確保基金（904億円、改定率で0.65％程度）

薬価改定財源の診療報酬本体への充当

薬価差は、制度発足時に十分な技術評価ができなかったことから生じたものであり、その不足分に相当する潜在的技

術料である。薬価改定財源は、1972年の中医協の「建議」以来、診療報酬へ振り替えられてきた経緯があり、過去の厚

生大臣や総理も薬価改定財源を技術料に振り替えるべきと述べている。

また、健康保険法では、診察、薬剤の支給、処置などの療養の給付を受けることができるとされており、健康保険法に

おいて薬剤は診察等と不可分一体である。その財源を切り分けることは不適当である。

2015年8月25日
医療政策研究会
日本医師会資料
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【2015年8月26日】 厚生労働省が平成28年度概算要求を決定

【2015年9月29日】 日本医師会で厚生労働省から平成28年度概算要求について説明会開催
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【2015年10月9日】
財政制度等審議会財政制度分科会が、「骨太の方針2015」に盛り込まれた社会保
障の44の改革検討項目について、財政審の考え方を提示

○外来の機能分化と医療保険制度の持続可能性の観点から、かかりつけ医以外を
受診した場合（地域包括診療料が適用されない場合）に、現行の定率負担（月額上
限あり）に加え、個人が日常生活で通常負担できる少額の定額負担を導入すべき。

【2015年10月21日】
日本医師会定例記者会見
「財政制度等審議会財政制度分科会（2015年10月9日）における社会保障の検討項
目に対する日本医師会の考え方とあるべき姿の方向性（案）について」

受診時の定額負担は、毎回一定額を支払うことから、特に受診回数の多い高齢者に
は大きな負担。高齢者や低所得者が受診を差し控えれば、より重症化してから受診す
ることになる。これにより、逆に医療費の高騰を招くことになる。

2011年に行われた「社会保障・税一体改革」の議論の際にも導入が議論されたが、患
者の強い反対によって導入が見送られた。社会保障負担は、患者から更なる一定の負
担を求めるべきではなく、所得や資産の多寡に応じて負担すべき。
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【2015年10月21日】
横倉会長、今村副会長が安倍内閣総理大臣と会談

医療における適切な財源確保について

１．診療報酬は「モノ」だけでなく「ヒト」の評価も
２．薬価改定財源の診療報酬本体への充当
３．医療等に係る消費税の解決

【2015年10月30日】
財政制度等審議会財政制度分科会が診療報酬本体のマイナス改定を主張

【2015年11月4日】
横倉会長が塩崎厚生労働大臣と会談

医療における適切な財源確保について

１．診療報酬は「モノ」だけでなく「ヒト」の評価も
２．薬価改定財源の診療報酬本体への充当
３．医療等に係る消費税の解決
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【2015年11月5日】
日本医師会定例記者会見
「第20回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告速報値公表を受けて」

○病院、診療所のいずれも厳しい結果となった。

○病院では勤務医の給与が減少し、診療所では院長給与を引き下げた。診療所は
損益差額が減少し、院長給与を引き下げていることは重く見るべきである。なお、
医師確保が困難な地域等では、医師の給与を引き上げざるを得ないケースもある
ことに注意が必要である。

○財政審は10月30日の資料において賃金の動向を2004年を基準として指数化し
ているが、リーマン・ショック後の2009年を基準とすると、医療・福祉業は低水準に
あり、財政審の資料は「マイナス改定」を導くために恣意的に作成されており、遺
憾である。

○更なるマイナス改定は地域医療の崩壊をもたらす。
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【2015年11月18日】
日本医師会定例記者会見
「医療における適切な財源確保について」

○高齢化等に伴う増加額は、医療以外の介護、年金、その他の約3,800億円は、改定
や制度改正がないことから、支出額が削減できない。高齢化等に伴う増加額を財政審
の主張する5,000億円にすると、平成28年度に診療報酬改定がある医療のみが大きく
削減されることとなり、地域医療の崩壊を招きかねない。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2015」（骨太の方針2015）におけるこれまで3年間
の社会保障関係費の伸び（1.5兆円程度）の基調を継続していくことは、決定過程の議
論を重視し、あくまでも「目安」である。

○医療は技術革新により高度化しており、高齢化以外でも、医療用消耗品、医療機器な
ども増加要因である。いずれも技術料から包括して償還されており、医療従事者の人
件費を圧迫している。厚生労働省が概算要求で見込んだ高齢化等に伴う増加額の
6,700億円は過不足のない医療提供に必要なものであり、医療側としてもしっかり確保
できるように求めていく。

○未曾有の少子高齢社会が進展し、人口が減少していく中で国民皆保険を堅持していく
ため、財政主導ではなく、我々医療側から、過不足ない医療提供ができる適切な医療
を提言していく。
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高齢化等に伴う増加額

約1,100億円

約1,900億円

約2,900億円

約800億円

約1,100億円

約1,900億円

約1,200億円

約800億円

6,700億円 5,000億円

約1,700億円

医療以外の介護、年金、その他の約3,800億円は、改定や制度改正がないこ
とから、支出額が削減できない。財務省の主張する5,000億円になると、医療の
みが削減されることとなり、地域医療の崩壊を招きかねない。

介護

年金

医療

その他
（生活保護等）

厚生労働省予算概算要求 財務省要求

2015年11月18日
日本医師会定例記者会見資料
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【2015年11月19日】
横倉会長が麻生財務大臣と会談

【2015年11月24日】
財政審が「平成28年度予算の編成等に関する建議」をとりまとめ

○平成28年度の社会保障関係費については、改革工程表の策定や診療報酬改
定・薬価改定等を通じて、「経済・財政再生計画」初年度にふさわしいものとなる
よう、当審議会としては、確実に高齢化による増加分の範囲内（5,000億円弱）に
していくことを求めたい。

○診療報酬本体について、一定程度のマイナス改定が必要と考えられる。
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*東京読売新聞夕刊, 2015年11月24日 *毎日新聞, 2015年11月22日
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【2015年11月24日】
医療政策研究会（会長：武見敬三参議院議員） 第14回開催
平成28年度診療報酬改定と税制改正大綱に向けた決議を採択

一．薬価改定財源は診療報酬本体に充て、診療報酬改定率はネットプラス改定とす
ること。

一．経済成長を促し、地方創生へつながる医療従事者を手当てすること。

一．地域や患者ニーズに応えている医療機関の経営が安定して成り立つよう病床
機能に関わらず入院基本料等を評価すること。

一．救急、小児、周産期、がん医療、認知症など、評価が不十分である分野につい
て、さらに引き上げること。

一．速やかに医療機関等の消費税負担をめぐる問題の抜本的解決を図ること。そ
の際、国・地方の財源については、消費税税率引き上げによる税収のうち公経済
負担分を充当すること。

※2015年12月4日、医療政策研究会で
取りまとめた決議を菅官房長官に提出。
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【2015年11月25日】
日本医師会定例記者会見
「第20回医療経済実態調査（医療機関等調査）報告に対する日医の見解について」

○中医協において、診療側は（１）前回改定が実質1.26％のマイナス改定であった、
（２）消費税率引き上げに伴う補填は行われたが、医療機関は総じて経営悪化と
なったことなどを指摘。

○ 6月に閣議決定された「骨太の方針」では「各年度の歳出については、一律ではな
く柔軟に対応する」と述べられているにもかかわらず、11月24日の財政審の建議で
は「確実に高齢化による増加分の範囲内（5,000億円弱）にしていく」となっており、
このままでは、平成28年度に診療報酬改定がある医療のみが大きく削減されるこ
ととなり、地域医療の崩壊に影響しかねない。

○医療従事者300万人の給与を2.5％引き上げるとすると約4,700億円（国庫負担分
は1,200億弱）の財源が必要となるが、今回の診療報酬改定が削減ありきの議論
で進められれば、医療現場は荒廃し国民にも影響が出る。

○医療経済実態調査の結果でも明らかなように、病院・診療所は厳しい経営状況に
おかれており 、国民が必要とする医療が過不足なく提供できるよう、政府に対し、
引き続き必要な財源の確保を強く求めていく。
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【2015年12月1日】
横倉会長、今村副会長が公明党・医療政策勉強会で、医療における適切な財源
確保について説明

１．経済成長を支えるための社会保障の充実

２．医療等に係る消費税の解決

【2015年11月26日】
釜萢常任理事が民主党・厚生労働部門会議のヒアリングで、医療における適切な
財源確保について説明

１．第20回医療経済実態調査（2015年11月4日公表）の概要

２．高齢化等に伴う増加額

３．医療従事者の手当てによる地域活性化

４．薬価改定財源の診療報酬本体への充当
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【2015年12月2日】
横倉会長が塩崎厚生労働大臣と会談

１．社会保障の充実によるローカル・アベノミクスの推進

２．平成28年度診療報酬改定における社会保障の充実

【2015年12月3日】
横倉会長が菅官房長官と会談

【2015年12月8日】
横倉会長、今村副会長が安倍内閣総理大臣と会談

【2015年12月8日】
横倉会長が麻生財務大臣と会談
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【2015年12月9日】
「国民医療を守る議員の会」（会長：高村正彦自民党副総裁） 総会開催

「平成28年度診療報酬改定及び税制改正大綱に関する決議」

一、薬価改定財源を診療報酬本体に充てたネットプラス改定

一、経済成長を促し、地方創生へつながる医療従事者の手当てを含む処遇を改善
すること

一、地域包括ケアの中心となる「かかりつけ医」の評価

一、機能分化による医療提供体制の推進

一、評価が不十分な医療の更なる充実

一、控除対象外消費税の抜本的解決

※2015年12月10日、「国民医療を守る議

員の会」の高村正彦会長が、同議連の総会
で採択された「平成28年度診療報酬改定及

び税制改正大綱に関する決議」を安倍首相
に提出。
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医療従事者の手当てによるローカル・アベノミクスの推進

医療機関には全国で300万人以上が従事しており、特に地方において雇用誘発効果が高い。

医療機関が経営的にも安定し、給与等の形で医療従事者に還元され、賃金引き上げを通じて消
費が喚起されれば、我が国の経済全体への波及効果も大きい。

これにより、特に地方の経済も活性化し、女性の活躍や少子化対策につながり、ローカル・ア
ベノミクスの推進が期待できる。

【充実のための必要額】 約4,700億円（国庫ベース：約1,217億円）
初診料・再診料・入院基本料をはじめとして、人件費、技術料が包括されている診療報酬項目に重点配分

［積算根拠］ （医療費）約40兆円×（医療機関の費用に占める人件費の割合）46.4％×（引き上げ幅）2.52％

※2015年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果：2.52％

その他

１．2025年に向けた医療提供体制とかかりつけ医の評価

２．地域医療情報連携ネットワークの促進

３．医療の高度化に伴う医療技術の評価

４．医療事故調査制度発足に伴う医療安全対策

５．患者のニーズに応じた院内処方の評価

等

物価・賃金の上昇、医療の高度化への対応のため、医療の充実が必要

2015年12月9日
国民医療を守る議員の会

日本医師会資料
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医
療
の
充
実

高
齢
化
等
に
伴
う
増
加
額
（自
然
増
）

＋α

約1,100億円

約1,900億円

約2,900億円

約800億円

約1,100億円

約1,900億円

約1,200億円

約800億円

6,700億円＋α

診療報酬は、実質的に医業経営の原資を司るものであり、医業の再生産の可能性を左右し、ひいては医療
提供体制の存続に直結する。国民に適切な医療を提供するために、過不足のない診療報酬の確保が重要で
ある。物価・賃金の動向や医療の高度化を反映し、地域医療を確保するため、平成28年度診療報酬改定はプ
ラス改定とするべきである。

介護

年金

医療

その他
（生活保護等）

厚生労働省財政審

社会保障における適切な財源の確保

約1,100億円

約1,900億円

約2,900億円

約800億円

適切な財源

約2,000億円

8,700億円

薬価
改定財源
前回は

1400億円

5,000億円弱

H27年度予算ベース

スキマ
（約1,700億円）

本体
マイナス

ネットマイナス
本体プラス

ネット
プラス

ネット±0%

本体±0%

地域医療
崩壊

H12年 +0.2％

H22年 +0.19％

H24年 +0.004％

H20年 -0.82％

H16年 -1.0％

H14年 -2.7％

H26年 -1.26％

（ネット改定率）

H18年 -3.16％

300万人以上の
医療従事者の手当
約1,217億円

※賃金引き上げを通じた消費喚起

2015年12月9日
国民医療を守る議員の会

日本医師会資料
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【2015年12月9日】
「国民医療を守るための総決起大会」開催

決議

一、国民に必要かつ充分な医療・介護を提供するための適切な財源の確保

一、国民と医療機関等に不合理な負担を生じさせている医療等に係る消費税問題の
抜本的な解決
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【2015年12月11日】
横倉会長が稲田自民党政調会長と会談

【2015年12月15日】
横倉会長が二階自民党総務会長と会談

【2015年12月16日】
横倉会長が谷垣自民党幹事長と会談
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【2015年12月16日】
日本医師会定例記者会見
「医療における適切な財源確保について
～社会保障の充実によるローカル・アベノミクスの推進～」

○ 「骨太の方針2015」では「各年度の歳出については、一律ではなく柔軟に対応する」と書か
れている。このことから、高齢化等に伴う増加額を単純に3で割って年間5,000億円として良

いものではない。現在、ジェネリック医薬品の使用促進などによる医療費適正化や、地域の
実情を踏まえた改革、さらには今年発足した日本健康会議での取り組みも進んでおり、数年
後には伸びの抑制の効果も期待できる。

○現在、医療機関の従事者は全国で300万人以上に上り、リーマンショック後の月間現金給与
総額を見ると、製造業では約1割も上昇、それに対し医療では減少しており、景気回復を後

押しできない状況。さらに、医療分野は他の産業より雇用誘発効果が大きく、特に医療従事
者の比率が高い地方では、経済の活性化に多大な貢献をする。医療分野への財源投入は、
地方の経済を活性化させ、ローカル・アベノミクスの推進が期待できる。

○国民に適切な医療を提供するためには、過不足のない診療報酬の確保が重要となります。

高齢化だけではなく、物価・賃金の動向や医療の高度化を反映し、地域医療を確保するた
め、平成28年度診療報酬改定はプラス改定とするべき。

○薬価等引き下げ分は本体改定財源にきちんと充当して活用すべき。
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【2015年12月17日】
自民党・志帥会が財務省主計局に「診療報酬改定に関する申入書」を提出

社会保障の大きな柱である国民皆保険を基軸とした持続的で安定的な医療制度を次の世代に
継ないでいくのは我々の責務である。

その為には財政再建はもとより、社会保障の財政基盤を支える為の経済の活性化と循環という
観点は欠かせない。経済の発展が社会保障の財政基盤を支え、社会保障の発展が生産誘発効
果や雇用誘発効果などを通じて日本の経済を底支えするのである。

特に地方においては、医療従事者の比率が高く、地方における医療従事者は、地域の医療のみ
ならず経済をも支える大きな役目を担っている。医療機関経営が安定し、それが医療従事者の給
与等に還元されれば、消費を喚起し、地方経済ひいては国内経済全体への波及効果も期待でき
る。

以上のような観点から、政策集団・志帥会として、ローカルアベノミクスの推進を全きものとするた
め、今般の診療報酬改定について、右の通り申し入れるものである。

記

一 今般の診療報酬改定に当たっては、医療に携わる者にやる気と安心を与え、国民の安心にも
繋がり、ローカルアベノミクスの推進にも寄与するべく、必要な財源を確保すること。

以上

平成27年12月17日

財務省主計局可部次長殿

【2015年12月17日】
横倉会長が自民党の志帥会（二階派）政策勉強会で、医療における適切な財源確保に
ついて説明

しすい
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診療報酬改定について

平成２８年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。
１．診療報酬本体 ＋０．４９％

医科 ＋０．５６％
歯科 ＋０．６１％
調剤 ＋０．１７％

２．薬価等
① 薬価 ▲１．２２％

上記のほか、・市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲０．１９％
・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定
の特例の実施により、▲０．２８％

② 材料価格 ▲０．１１％

46

なお、上記のほか、
・新規収載された後発医薬品の価格の引下げ
・長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し
・いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化
・入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養
費等の適正化
・医薬品の適正使用等の観点等からの１処方当たりの湿布薬の枚数制限
・費用対効果の低下した歯科材料の適正化

の措置を講ずる



１． 「社会保障・税一体改革」では平成２７年１０月から消費税率が１０％に

引き上げられる予定であったが、景気への影響を配慮した結果、

平成２９年４月へと延期となり、１０％への消費税引き上げ財源がない

厳しい財源の中での診療報酬改定となった。

２． 厚生労働省が概算要求要望として6,700億円を要望した一方で、

平成２７年１１月２４日に財政制度等審議会が提出した『平成２８年度予算

の編成等に関する建議』では、

◇確実に高齢化による増加分の範囲内（5,000億円弱）にしていく

◇診療報酬本体について、一定程度のマイナス改定が必要

という提言がなされた。

３． 医療以外の介護、年金、その他の約3,800億円は、改定や制度改正が

ないため、支出額が削減できず、平成２８年度に診療報酬改定が行われ

る医療のみが社会保障費抑制の対象となった。

平成２８年度診療報酬改定のポイント
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【2015年12月21日】
日本医師会緊急記者会見「平成28年度診療報酬改定率決定を受けて」

○消費税率10％への引き上げは2017年4月へと延期となり、10％への消費税引き上げ財源がない
厳しい財源の中での診療報酬改定となった。

○高齢化等に伴う増加額が社会保障全体で5,000億円に抑えられてしまうと、平成28年度に診療報
酬改定がある医療のみが大きく削減されるという非常に厳しい交渉となった。

○ 11月4日に公表された医療経済実態調査の結果でも明らかなように、病院・診療所は厳しい経営

状況に置かれており、マイナス改定を行えば医療崩壊の再来を招くことや、医療分野への財源投
入は、我が国の経済全体への波及効果も大きいことなどを日本医師会は繰り返し主張してきた。

○ このような趣旨を国民にご理解いただき、最終的に、診療報酬の本体で＋0.49％となったことに対
しては一定の評価をしたい。

○ しかし、今回の改定で薬価改定財源の半分以上が診療報酬本体に充当されなかったのは極めて
残念である。

○医療用消耗品などは、技術料から包括して償還されているが、これらの価格が上昇したことにより
医療従事者の人件費が圧迫されている状況を鑑み、基本診療料をはじめとして、人件費、技術料
が包括されている診療報酬項目に重点配分することが必要。

○ 「平成28年度診療報酬改定の基本方針」を踏まえ、

・地域包括ケアを推進していくため、医療機関がどのような機能を選択しても経営が安定して成り
立つよう、それぞれの機能のコストを適切に反映した診療報酬体系の実現が重要。

・患者にとって質の高い医療を提供するため、「かかりつけ医」をきちんと評価できるよう、前回改
定で新設された「地域包括診療料」と「地域包括診療加算」の要件の見直しが必要。
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*日本経済新聞朝刊, 2015年12月22日
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*読売新聞朝刊, 2015年12月22日
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１．改定率は内閣
（予算編成過程において決定される）

２．診療報酬改定の基本方針は
社会保障審議会（医療保険部会・医療部会）

３．個々の診療報酬改定項目は中医協
国民の声：パブリックコメント募集、地方公聴会の開催

※ 前回は『社会保障と税の一体改革』（三党合意）に基づき、社会保障制度国民会議に
よる検討が行われ、医療部会・医療保険部会が「基本的な考え方」を別途まとめた

☆ 今回以降、 両部会の調整、事務局的機能は保険局医療介護連携政策課が担う

《診療報酬改定の役割分担》
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○ 診療報酬改定は、中医協でエビデンスに基づく評価がなされ、
さらには前回の改定結果を検証した上で、次回改定で修正する

という流れが確立している
→ 平成２６・２７年度に分けて１３項目について調査・検証を実施した

○ 日本医師会では、社会保険診療報酬検討委員会で
①前回改定の評価
②次回改定の要望事項 をまとめていただいており、

それを踏まえ対応している

○ 留意事項通知や施設基準の見直し等により、
早急に是正すべき問題は、その都度対応していく

○ 平成２６年１０月に、都道府県医師会のご協力の下、
かかりつけ医機能と在宅医療を中心とした

『診療報酬改定に係る診療所調査』を実施させていただいた
○ 中医協では、平成２８年度診療報酬改定に向けて各種調査結果も
踏まえつつ総合的な観点から議論できるよう、また、総会と診療報酬基
本問題小委員会の役割を明確にして効率的に検討できるよう、

原則として総会において検討を進めることとされた
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前回改定「答申書」附帯意見（１５項目）の検討の場①
平成２６年４月２３日 中央社会保険医療協議会

答申附帯意見 検討の場

１ 初再診料、時間外対応加算等について、歯科を含めて、引き続き検討
すること。また、主治医機能の評価（地域包括診療料・地域包括診療加
算）の影響、大病院の紹介率・逆紹介率や長期処方の状況等を調査・
検証し、外来医療の機能分化・連携の推進について引き続き検討する
こと。

検証部会

２ 入院医療の機能分化･連携の推進について、次に掲げる事項等の影
響を調査・検証し、病床機能報告制度等も踏まえ、引き続き検討すること。

入院医療等の調査・
評価分科会

(1) 一般病棟入院基本料（７対１、１０対１の特定除外制度、｢重症度､医療･看

護必要度｣､短期滞在手術等基本料等）の見直し

(2) 特定集中治療室管理料の見直し

(3) 総合入院体制加算の見直し

(4) 有床診療所入院基本料の見直し

(5) 地域包括ケア病棟入院料の創設

３ 医療を提供しているが医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響を調

査・検証し、 その在り方を引き続き検討すること。

入院医療等の調査・
評価分科会

４ 療養病棟､障害者病棟､特殊疾患病棟等における長期入院も含めた慢性
期入院医療の在り方について検討すること。

入院医療等の調査・
評価分科会
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前回改定「答申書」附帯意見（１５項目）の検討の場②
平成２６年４月２３日 中央社会保険医療協議会

答申附帯意見 検討の場

５ 在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、次に掲げる事項等を
調査・検証し、在宅自己注射指導管理料の在り方、在宅医療を主に行う保険
医療機関の外来医療の在り方等を引き続き検討すること。

検証部会

(1) 機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響

(2) 在宅不適切事例の適正化の影響

(3) 歯科訪問診療の診療時間等

(4) 機能強化型訪問看護ステーションの実態

(5) 在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制

６ 適切な向精神薬使用の推進を含め、精神医療の実態を調査・検証し、精神
医療の推進について引き続き検討すること。

検証部会

７ 救急医療管理加算の見直し、廃用症候群に対するリハビリテーションの適
正化、リハビリテーションの推進等の影響、維持期リハビリテーションの介護
サービスへの移行の状況、胃瘻の造設の状況等について調査･検証し、それ
らの在り方を引き続き検討すること。

検証部会

８ 新薬創出･適応外薬解消等促進加算について、真に医療の質の向上に貢
献する医薬品の国内研究･開発状況や財政影響を確認･検証するとともに、
当該加算の対象品目の在り方等現行方式の見直しについても検討すること。
また、長期収載品や後発医薬品の薬価の在り方について引き続き検討する
こと。

薬価専門部会
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前回改定「答申書」附帯意見（１５項目）の検討の場③
平成２６年４月２３日 中央社会保険医療協議会

答申附帯意見 検討の場

９ ＤＰＣ制度について、医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直し等を含め、引き
続き調査・検証し、その在り方を引き続き検討すること。

ＤＰＣ評価分科会

10 明細書の無料発行の促進の効果を含めた影響を調査・検証するとともに、
診療報酬点数表の平易化・簡素化について引き続き検討すること。

検証部会

11 夜間の看護要員配置の評価、月平均夜勤時間７２時間要件を満たさない場
合の緩和措置、チーム医療の推進等を含め、医療従事者の負担軽減措置の
影響を調査・検証し、それらの在り方を引き続き検討すること。

検証部会

12 後発医薬品の使用促進策、いわゆる門前薬局の評価の見直し、妥結率が
低い保険薬局等の適正化等の影響を調査・検証し、調剤報酬等の在り方につ
いて引き続き検討すること。

検証部会

13 残薬確認の徹底と外来医療の機能分化･連携の推進等のため、処方医や
かかりつけ医との連携を含めた分割調剤について引き続き検討すること。

基本問題小委員会

14 医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点を導入
することについて、イノベーションの評価との整合性も踏まえつつ、データ・分
析結果の収集、評価対象の範囲、評価の実施体制等を含め、平成２８年度診
療報酬改定における試行的導入も視野に入れながら、引き続き検討すること。

費用対効果評価専
門部会
（薬価専門部会､材
料専門部会）

15 ＩＣＴを活用した医療情報の共有の評価の在り方を検討すること。 基本問題小委員会



平成２８年度診療報酬改定の大まかな流れ

９月16日～12月４日 診療報酬改定の基本方針の議論
12月７日 平成２８年度診療報酬改定の基本方針の策定

内 閣

社会保障審議会（医療保険部会、医療部会）

１月13日
中医協に対し、
・ 予算編成過程を通じて内閣が決定した「改定率」
・ 社会保障審議会で策定された「基本方針」
に基づき改定案の調査･審議を行うよう諮問

厚生労働大臣

３月４日 診療報酬改定に係る告示･通知の発出

厚生労働大臣

２月中旬以降 入院医療､外来医療､在宅医療等の
あり方について議論

～12月16日
検証結果も含め、個別項目について集中的に議論

11月４日 医療経済実態調査の結果報告
12月２日 診療報酬改定に関する両側の見解
12月４日 薬価調査・材料価格調査の速報報告
12月11日 診療報酬改定への意見（両論併記）

中医協→厚生労働大臣

１月13日 厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療
報酬点数の設定に係る審議
「これまでの議論の整理（現時点の骨子）」
パブリックコメントの実施

１月22日 公聴会（埼玉県）
１月27日・29日、２月３日 個別改定項目（短冊）の審議

２月10日
厚生労働大臣に対し、改定案を答申

中医協

平成２８年４月１日 施行

平成２７年

平成２８年

12月21日 予算編成過程で、診療報酬の改定率を決定
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平成２８年度診療報酬改定の流れ

〔中医協 医療経済実態調査〕
平成２７年１１月４日 医療経済実態調査結果の報告
平成２７年１１月２０日 医療経済実態調査結果に対する両側の見解

〔中医協 診療報酬改定に関する基本的見解〕
平成２７年１２月２日 平成２８年度診療報酬改定に関する両側の考え方
平成２７年１２月１１日 平成２８年度診療報酬改定について

中医協としてとりまとめ厚生労働大臣に意見具申するも両論併記

〔中医協 薬価調査・保険医療材料価格調査〕
平成２７年１２月４日 薬価調査・保険医療材料価格調査（速報値）

《平均乖離率》
薬価：約８．８％（前回：８．２％）
特定保険医療材料：約７．９％（前回：８．９％）

〔社会保障審議会医療部会・医療保険部会〕
平成２７年１２月７日 平成２８年度診療報酬改定の基本方針
《改定の基本的視点》
(1)地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点【重点課題】
(2)患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点
(3)重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点
(4)効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点
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平成２８年度診療報酬改定の流れ
〔内閣〕

平成２７年１２月２１日 平成２８年度予算編成過程で、診療報酬等の改定率を決定
《財務大臣・厚生労働大臣合意文書》
１．診療報酬本体：＋０．４９％（医科：＋０．５６％、歯科：＋０．６１％、調剤：＋０．１７％）
２．薬価等 ①薬価▲１．２２％ ①のほか・市場拡大再算定による薬価の見直しにより▲０．１９％

・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算
定の特例の実施により▲０．２８％

②材料価格▲０．１１％
なお、上記のほか、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的
引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、
入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の
適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの１処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対
効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる

【厚生労働大臣】

平成２８年１月１３日 中医協に対して以下に基づき答申を行うよう諮問
①予算編成過程で内閣が決定した改定率
②社会保障審議会 医療部会・医療保険部会が策定した「改定の基本方針」

中医協におけるこれまでの議論の整理（現時点の骨子）を公表し、パブリックコメントを募集
〔中医協〕
平成２８年１月２２日 地方公聴会を埼玉県で開催
平成２８年１月２７・２９日、２月３日 個別改定項目（短冊）を議論



◎前回（平成２６年度）改定「答申書」附帯意見（１５項目）に基づく検討
・検証調査（１３項目）、医療経済実態調査、薬価調査、保険医療材料価格調査
・入院医療、外来医療、在宅医療のあり方の検討
・患者申出療養、再生医療等製品、特区、費用対効果評価、先進医療 等

《中医協》

［総会］
［薬価専門部会］
［保険医療材料専門部会］
［費用対効果評価専門部会］
［診療報酬改定結果検証部会］
［診療報酬基本問題小委員会］
［調査実施小委員会］
［調査専門組織］
・ＤＰＣ評価分科会
・入院医療等の調査・評価分科会
・医療技術評価分科会
・医療機関等における消費税負担に関する分科会

平成２８年２月１０日 厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答申
（附帯意見：１８項目）
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［診療報酬改定結果検証部会］
《検証調査（平成２６年度実施分）》
１） 同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査
２） 機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査
３） 適切な向精神薬使用の推進や精神疾患患者の地域移行と地域定着の推進等を含む
精神医療の実施状況調査

４） 救急医療管理加算等の見直しによる影響や精神疾患患者の救急受入を含む救急医療の
実施状況調査

５） 夜間の看護要員配置の評価や月平均夜勤時間７２時間要件を満たさない場合の緩和
措置による影響及びチーム医療の推進等を含む医療従事者の負担軽減措置の実施状況
調査

６） 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施

《検証調査（平成２７年度実施分）》
７） 主治医機能の評価の新設や紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化
による影響を含む外来医療の機能分化・連携の実施状況調査

８） 在宅療養後方支援病院の新設や機能強化型在宅療養支援診療所等の評価の見直しに
よる影響、在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制の推進等を含む在宅医療の実施状
況調査

９） 訪問歯科診療の評価及び実態等に関する調査
10） 廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化、リハビリテーションの推進等による影響
や維持期リハビリテーションの介護保険への移行の状況を含むリハビリテーションの実施
状況調査

11） 胃瘻の造設等の実施状況調査
12） 明細書の無料発行の実施状況調査
13） 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査

《中医協における検討》

60



［薬価専門部会］
平成２７年１２月２５日 平成２８年度薬価制度改革の骨子
平成２８年１月２０日 平成２８年度薬価制度の見直しについて

［保険医療材料専門部会］
平成２７年１２月１６日 平成２８年度保険医療材料制度改革の骨子
平成２８年１月２０日 平成２８年度保険医療材料制度の見直しについて

［費用対効果評価専門部会］
平成２７年８月２６日 費用対効果評価の試行的導入にかかる中間報告について
平成２７年１２月１６日 費用対効果評価の試行的導入について
平成２８年１月２０日 費用対効果評価の試行的導入に伴う関連通知の整備等について

［診療報酬基本問題小委員会］
平成２７年９月９日 入院医療等の調査・評価分科会における平成２６年度調査結果

（中間まとめ）の概要について
平成２７年１０月２１日 入院医療等の調査・評価分科会における検討結果（とりまとめ）
平成２７年１１月４日 医療技術評価分科会における先進医療に係る提案書の取扱い

（案）
平成２７年１１月２０日 平成２８年度改定に向けたDPC制度（DPC/PDPS）の対応検討結

果（中間とりまとめ）
平成２７年１２月９日 平成２８年度改定に向けたDPC制度（DPC/PDPS）の対応検討結果

［調査実施小委員会］
平成２７年１１月４日 第２０回医療経済実態調査結果

《中医協における検討》
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［診療報酬調査専門組織］
【医療機関等における消費税負担に関する分科会】
平成２７年１１月３０日 消費税率８％への引上げに伴う補てん状況の把握結果

【ＤＰＣ評価分科会】
平成２７年１１月１６日 平成２８年改定に向けたＤＰＣ制度（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）の対応について

検討結果（中間とりまとめ）
平成２７年１１月３０日 平成２８年改定に向けたＤＰＣ制度（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）の対応について

検討結果

【入院医療等の調査・評価分科会】
平成２７年１０月１５日 入院医療等の調査・評価分科会における検討結果（とりまとめ）

【医療技術評価分科会】
平成２８年１月１９日 医療技術の評価（案）について

《中医協における検討》
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中医協 これまでの審議状況《平成２６年度》
【平成２７年２月１８日】
・ 第２０回医療経済実態調査の実施案
・ 「国家戦略特区における保険外併用療養の特例」の対象医療機関の選定
・ 在宅医療（その１）について
① 社会保障・税一体化改革と平成２６年度診療報酬改定の経緯
② 在宅医療を取り巻く現状について
③ 在宅医療に対する診療報酬上の評価
④ 在宅医療の提供体制・提供状況について
⑤ 訪問看護について
⑥ 外来応需体制の運用のあり方について

・ 平成２６年４月～９月医療費の動向のポイント

【３月４日】
・ 平成２８年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る評価方法等（案）
・ 入院医療（その１）について
① 社会保障・税一体化改革と平成２６年度診療報酬改定の経緯
② 入院医療を取り巻く現状について
③ 入院医療等について
Ⅰ．急性期入院医療、Ⅱ．地域包括ケア病棟・回復期入院医療、Ⅲ．慢性期入院医療
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【３月１８日】
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２６年度調査）の速報案
○ 適切な向精神薬使用の推進や精神疾患患者の地域移行と地域定着の推進等を含む
精神医療の実施状況調査

○ 救急医療管理加算の見直しによる影響や精神疾患患者の救急受入を含む救急医療の
実施状況調査

○ 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査
・ 原価計算方式における利益率の補正の定量化
・ 新規特定保険医療材料の加算に係る定量的評価

・ 被災地における特例措置（平成２７年４月以降の取扱いの検討）
・ 在宅医療を専門に行う医療機関
・ 先進医療通知における臨床研究中核病院等の取扱い
【４月８日】
・ 外来医療（その１）
① 外来医療に対する診療報酬上の評価
② 外来医療全体の受診動向について
③ 外来の機能分化について
④ 受診行動について
⑤ 主治医機能について

中医協 これまでの審議状況《平成２６・２７年度》
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【４月２２日】
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２６年度調査）の速報案
○ 機能強化型訪問看護ステーションの実態等訪問看護の実施状況調査
○ 夜間の看護要員配置の評価や月平均夜勤時間７２時間要件を満たさない場合の
緩和措置による影響及びチーム医療の推進等を含む医療従事者の負担軽減措置の実施
状況調査

○ 適切な向精神薬使用の推進や精神疾患患者の地域移行と地域定着の推進等を含む
精神医療の実施状況調査

・ 国家戦略特区における保険外併用療養の特例の対象医療機関の選定
・地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針

（医療介護総合確保促進会議の開催）

・ 平成２７年度介護報酬改定について
【５月１３日】
・ 肝炎治療薬「ソバルディ錠」の保険適用
・ 入院医療等の調査・評価分科会における平成２７年度調査項目
【５月２７日】
・ 在宅医療（その２）

① 患者の状態像に応じた評価のあり方
② 高齢者向け住まい等における在宅医療のあり方

・ ＤＰＣ制度に係るこれまでの検討状況
・ ＤＰＣに関する特別調査の実施（案）
・ 費用対効果評価（具体例の検討結果）

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【６月１０日】
・ 入院医療（その２）
① 急性期入院医療
② 地域包括ケア病棟及び在宅復帰の促進

地域包括ケア病棟の概況・入院患者の現状
在宅復帰の促進と医療機関の連携に関する取組状況

・ 次期薬価制度改革に向けた主な課題と今後の議論の進め方
・平成２７年度に実施する医薬品価格調査
・保険医療材料制度の今後の検討の進め方（案）
・ 平成２７年度に実施する特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査
・ 入院医療等の調査・評価分科会における平成２６年度調査結果（速報）の概要
【６月２４日】
・ 森田中医協会長が任期満了で退任→田辺新会長の選出
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２７年度調査）の調査票案
・ ＤＰＣ対象病院の合併における基準の取扱い
・ 薬剤服用歴の記載状況（自主点検結果）
・ 費用対効果評価の試行的導入（その１）
【７月８日】
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２７年度調査）の調査票案
・ 患者申出療養（今後の議論の進め方・検討課題）
・ 「経済財政運営と基本方針2015」、「日本再興戦略」改訂2015、「規制改革実施計画」に
掲げられた事項の報告

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【７月２２日】
・ ＤＰＣに関する特別調査の実施
・ 残薬確認と分割調剤等
・ ＩＣＴを活用した医療情報の共有の評価
・ 歯科医療（その１）について
・ 調剤報酬（その１）について
・ 費用対効果評価の試行的導入（その２）
【８月７日】
・ 社会保険診療に関する消費税の取扱い等
・消費税８％への引上げに伴う補てん状況の把握
【８月２６日】
・ 薬価改定について業界からの意見聴取
・ 新規特定保険医療材料の保険償還価格算定にかかる原価計算方式での定量的評価
・ 肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の保険適用
・ 費用対効果評価の試行的導入に係る中間報告
・ 患者申出療養（その２）
・ ＤＰＣ／ＰＤＰＳの対象病院と準備病院の募集
【９月９日】
・ 保険医療材料改定について医療機器業界からの意見聴取
・ 入院分科会における平成２６年度調査結果（中間まとめ）の概要
・ 被災地における特例措置延長
・ 患者申出療養について患者団体からの意見聴取
・ 医薬品産業強化総合戦略～グローバル展開を見据えた創薬～

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【９月３０日】
・ 薬価改定について業界からの意見聴取
・ 再生医療等製品の医療保険上の取扱い
・ 外来医療（その２）

紹介状なしの大病院受診時に係る選定療養
・ 患者申出療養 制度設計
【１０月７日】
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２６年度調査）の本報告案
○ 同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査
○ 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査

・ 在宅医療（その３）
（１）在宅医療の提供体制
（２）在宅医療を提供する医療機関とその評価
（３）在宅医療（歯科）の提供体制

【１０月１４日】
・ 薬価改定について薬価算定組織からの意見の検討
・ 保険医療材料価格改定について保険医療材料専門組織からの意見の検討①
・ 入院医療（その３）
（１）入院医療における機能分化の推進
（２）医療従事者の負担軽減とチーム医療の推進
（３）短期滞在手術等基本料

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》

68



【１０月２１日】
・ 入院医療の調査・評価分科会における検討結果（とりまとめ）
（１）急性期入院医療

７対１入院基本料の算定病床の動向、特定除外制度の見直しに伴う影響、
重症度、医療・看護必要度

（２）短期滞在手術等基本料
（３）特定集中治療室管理料
（４）総合入院体制加算
（５）有床診療所入院基本料
（６）地域包括ケア病棟入院料
（７）医療資源の少ない地域に配慮した評価
（８）慢性期入院医療

在宅復帰機能強化加算、療養病棟入院基本料２、医療区分の評価項目、
脳卒中患者に関する慢性期医療の適切な評価

（９）その他
退院支援に係る取組、入院中の他医療機関の受診

・ 個別事項（その１：がん対策等）
（１）がん、（２）たばこ、（３）難病、（４）感染症

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【１０月２３日】
・ 入院医療（その４）

（１）急性期医療における患者像の評価
（２）総合入院体制加算

・ 個別事項（その２：精神医療）
（１）長期入院患者の地域移行等、（２）身体合併症、（３）児童・思春期の精神医療
（４）薬物依存症、（５）認知症対策、（６）抗精神病薬の減薬にかかる取組
（７）精神科デイケア等

【１０月２８日】中医協委員５名退任（支払側：３、診療側：２）
・ 入院医療（その５）

（１）地域包括ケア病棟
（２）慢性期入院医療
（３）退院支援に係る取組
（４）入院中の他医療機関の受診

【１１月４日】 鈴木常任理事の後任に松原副会長が就任
・ 医療経済実態調査結果
・ 個別事項（その３）

（１）高度急性期医療、 （２）救急医療、（３）小児・周産期医療
（４）医科・歯科連携による栄養管理、（５）栄養食事指導

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【１１月６日】
・ 平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（平成２７年度調査）の速報案
○ 主治医機能の評価の新設や紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化
による影響を含む外来医療の機能分化・連携の実施状況調査
○ 在宅療養後方病院の新設や機能強化型療養支援診療所等の評価の見直しによる影響、
在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制の推進等を含む在宅医療の実施状況調査
○ 訪問歯科診療の評価及び実態等に関する調査
○ 後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査

・ 個別事項（その４）
薬剤使用の適正化等
（１）長期処方、（２）高齢者への多剤処方、（３）残薬、（４）分割調剤等
（５）後発医薬品使用の促進

【１１月１１日】
・ 在宅医療（その４）
（１）在宅医療における評価のあり方
（２）訪問看護
（３）在宅薬剤管理
（４）在宅歯科医療

中医協 これまでの審議状況《平成２７年》
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【１１月１８日】
・ 外来医療（その３）
（１）外来医療の評価の現状
（２）主治医機能の評価について
（３）紹介状なしの大病院受診時に係る選定療養について

【１１月２０日】
・ 平成２８年度改定に向けたＤＰＣ制度の対応について検討結果（中間とりまとめ）
・ 医療経済実態調査結果に対する両側の見解

【１１月２５日】
・ 入院医療（その６）
（１）身体疾患のために入院する認知症患者のケア
（２）地域加算の見直し
（３）看護職員の夜勤
（４）医療資源の少ない地域に配慮した評価

【１１月３０日】
・ 消費税８％への引上げに伴う補てん状況の把握結果

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》

72



【１２月２日】
・ 平成２８年度薬価制度改革に向けた論点整理
・ 個別事項（その５） リハビリ
・ 診療報酬改定に関する両側の基本的な見解
【１２月４日】
・ 薬価調査・特定保険医療材料価格調査結果（速報）
・ 調剤報酬（その２）
【１２月９日】
・ 平成２８年度改定に向けたＤＰＣ制度の対応について（検討結果）
・ 入院医療（その７）
（１）急性期入院医療
（２）入院基本料の病棟単位での届出

【１２月１１日】
・ 個別事項（その６） 技術的事項
・ 個別事項（その７） 勤務医等の負担軽減
・ 平成２８年度診療報酬改定への意見について（公益委員案の提示）※両論併記
【１２月１６日】
・ 次期薬価制度改革の骨子（たたき台）
・ 平成２８年度保険医療材料制度改革の骨子（案）
・ 費用対効果評価の試行的導入
・ 個別事項（その８） これまでの議論で求められた資料等

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【１２月２５日】
・ 平成２８年度薬価制度改革の骨子（案）
・ 平成２８年度保険医療材料制度改革の骨子（案）
・ 平成２８年度診療報酬改定への両側の意見
・ 改定率等の報告

【平成２８年１月１３日】
・ 平成２８年度診療報酬改定の諮問
・ これまでの議論の整理（現時点の骨子）
・ パブリック・コメントの募集開始（～１月２２日）

【１月２０日】
・ 平成２８年度薬価制度の見直し
・ 平成２８年度保険医療材料制度の見直し
・ 費用対効果評価の試行的導入に伴う関連通知の整備等
・ 医療技術の評価（医療技術評価分科会からの報告）
・ 先進医療保険導入、先進医療実績報告（先進医療会議からの報告）
・ 平成２８年度実施の薬価制度見直しの内容（案）（薬価専門部会からの報告）
・ 平成２８年度実施の保険医療材料制度見直しの内容（案）

（保険医療材料専門部会からの報告）

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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【１月２２日】
・ 公聴会（さいたま市）（１０名の意見発表者からの意見）
・ パブリック・コメント締め切り（１０４７件の意見）

【１月２７日】
・ 個別改定項目（いわゆる短冊）の議論（その１）
・ 平成２８年度改定に向けたＤＰＣ制度の対応

【１月２９日】
・個別改定項目（いわゆる短冊）の議論（その２）
・ 公聴会、パブリック・コメントの報告
・ 「答申書」附帯意見（案）
・ 選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果

【２月３日】
・個別改定項目（いわゆる短冊）の議論（その３）

【２月１０日】
・ 厚生労働大臣の諮問に対し、診療報酬点数の改定案を答申、附帯意見１８項目

中医協 これまでの審議状況《平成２７年度》
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平成２８年度改定「答申書」附帯意見（１８項目）①
平成２８年２月１０日 中央社会保険医療協議会

１．急性期、回復期、慢性期等の入院医療の機能分化・連携の推進等について、次に掲げる事項
等の影響を調査・検証し、引き続き検討すること。
・ 一般病棟入院基本料・特定集中治療室管理料における「重症度、医療・看護必要度」等の施
設基準の見直しの影響（一般病棟入院基本料の施設基準の見直しが平均在院日数に与える
影響を含む）
・ 地域包括ケア病棟入院料の包括範囲の見直しの影響
・ 療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響
・ 夜間の看護要員配置における要件等の見直しの影響
あわせて、短期滞在手術基本料及び総合入院体制加算の評価の在り方、救急患者の状態を
踏まえた救急医療管理加算等の評価の在り方、退院支援における医療機関の連携や在宅復帰
率の評価の在り方、療養病棟を始め各病棟における患者像を踏まえた適切な評価の在り方、医
療従事者の負担軽減にも資するチーム医療の推進等について、引き続き検討すること。

２．ＤＰＣにおける調整係数の機能評価係数Ⅱの置き換えに向けた適切な措置について検討する
とともに、医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直し等について引き続き調査・検証し、その在り方
を引き続き検討すること。

３．かかりつけ医・かかりつけ歯科医に関する評価等の影響を調査・検証し、外来医療・歯科医療
の適切な評価の在り方について引き続き検討すること。

４．紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入の影響を調査・検証し、外来医療の機能分化・
連携の推進について引き続き検討すること。
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平成２８年２月１０日 中央社会保険医療協議会

５．質が高く効率的な在宅医療の推進について、重症度や居住形態に応じた評価の影響を調査・
検証するとともに、在宅専門の医療機関を含めた医療機関の特性に応じた評価の在り方、患者
の特性に応じた訪問看護の在り方等について引き続き検討すること。

６．回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカム評価の導入及び維持期リハビリテーション
の介護保険への移行状況、廃用症候群リハビリテーションの実施状況等について調査・検証し、
それらの在り方を引き続き検討すること。

７．精神医療について、デイケア・訪問看護や福祉サービス等の利用による地域移行・地域生活
支援の推進、入院患者の状態に応じた評価の在り方、適切な向精神薬の使用の推進の在り
方について引き続き検討すること。

８．湿布薬の処方に係る新たなルールの導入の影響も含め、残薬、重複・多剤投薬の実態を調
査・検証し、かかりつけ医とかかりつけ薬剤師・薬局が連携して薬剤の適正使用を推進する方
策について引き続き検討すること。あわせて、過去の取組の状況も踏まえつつ、医薬品の適正
な給付の在り方について引き続き検討すること。

９．医薬品・医療機器の評価の在り方に費用対効果の観点を試行的に導入したことを踏まえ、
本格的な導入について引き続き検討すること。
あわせて、著しく高額な医療機器を用いる医療技術の評価に際して費用対効果の観点を導入
する場合の考え方について検討すること。

平成２８年度改定「答申書」附帯意見（１８項目）②
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平成２８年２月１０日 中央社会保険医療協議会

10．患者本位の医薬分業の実現のための取組の観点から、かかりつけ薬剤師・薬局の評価等の
影響を調査・検証し、調剤報酬の在り方について引き続き検討すること。

11．後発医薬品に係る数量シェア80％目標を達成するため、医療機関や薬局における使用状況
を調査・検証し、薬価の在り方や診療報酬における更なる使用促進について検討すること。

12．ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果について調査・検証すること。

13．経腸栄養用製品を含めた食事療養に係る給付について調査を行い、その在り方について
検討すること。

14．在宅自己注射指導管理料等の評価の在り方について引き続き検討すること。

15．未承認薬・適応外薬の開発の進捗、新薬創出のための研究開発の具体的成果も踏まえた
新薬創出・適応外薬解消等促進加算の在り方、薬価を下支えする制度として創設された基礎
的医薬品への対応の在り方、年間販売額が極めて大きい医薬品を対象とした市場拡大再算
定の特例の在り方について引き続き検討すること。

16．公費負担医療に係るものを含む明細書の無料の発行の促進について、影響を調査・検証す
るとともに、その在り方を引き続き検討すること。

17．診療報酬改定の結果検証等の調査については、ＮＤＢ等の各種データの活用により、調査
の客観性を図るとともに、回答率の向上にも資する調査の簡素化に努めること。また、引き続
き調査分析手法の向上に努め、調査の信頼性を確保すること。

18．IＣＴを活用した医療情報の共有の評価の在り方を検討すること。

平成２８年度改定「答申書」附帯意見（１８項目）③



【主な改定項目】
１．患者に身近な診療所や中小病院のかかりつけ医の更なる評価
（１）地域包括診療加算・地域包括診療料の要件緩和
（２）認知症に対するかかりつけ医機能の評価
（３）小児かかりつけ医の評価
（４）医師の基礎的な技術の再評価
（５）紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入
（６）ニコチン依存症管理料の対象患者の拡大

２．質の高い在宅医療・訪問看護の確保
３．医療技術の適正評価（モノから人へ）
４．医療機能に応じた入院医療の評価
５．医療従事者の負担軽減・人材確保
６．多職種連携の取組の強化等
７．患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や
生活を継続できるための取組の推進
８．医薬品の適正使用の推進
９．後発医薬品の使用促進
１０．湿布薬の処方
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【主な改定項目】
１１．リハビリテーション
１２．緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
１３．認知症患者への適切な医療の評価
１４．質の高い精神医療の評価
１５．難病患者への適切な医療の評価
１６．小児医療・周産期医療の充実
１７．救急患者受け入れ体制の充実
１８．イノベーションや医療技術の適切な評価
１９．重症化予防の取組
２０．医薬品等の適正評価
２１．ICTを活用したデータの収集・利活用の推進
２２．患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い

医療を実現する視点
２３．ＤＰＣ
２４．経過措置一覧
２５．届出
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